
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 掲 示 事 項  

 

当 院 は 、厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 基 づ い て 診 療 を 行 っ て い る 保 険 医 療

機 関 で す 。  

以 下 の 施 設 基 準 に 適 合 し て い る 旨 、 四 国 厚 生 支 局 に 届 出 を 行 っ て い ま す 。 

 

◼ 医療ＤＸ推進体制整備加算 

◼ 下肢創傷処置管理料 

◼ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)  

◼ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 

 

（2024 年 11 月 1 日時点） 


